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１．「経済安全保障重要技術育成プログラム」概要

日本の安全保障をめぐる環境が一層厳しさを増し、世界的に、科学技術・イノベーシ
ョンが国家間の覇権争いの中核となっている中、日本が技術的優位性を高め、不可
欠性の確保につなげていくためには、研究基盤を強化することはもちろんのこと、市場
経済のメカニズムのみに委ねるのではなく、国が強力に重要技術の研究開発を進め、
育成していく必要があります。

そこで、経済安全保障を強化・推進するため、内閣官房、内閣府その他の関係府省
が連携し、先端的な重要技術の研究開発から実証・実用化までを迅速かつ機動的
に推進するため、「経済安全保障重要技術育成プログラム（以下、「Kプログラム」
という）」が創設されました。

本事業では、NEDOに造成された基金により、国が定める研究開発ビジョン及び研
究開発構想に基づき、経済安全保障の観点から、先端的な重要技術に関するニー
ズを踏まえたシーズを、中⾧期的に育成するプログラムを推進します。

【出典】新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
NEDO経済安全保障重要技術育成プログラム

https://www.nedo.go.jp/activities/k-program.html
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公募要領
基本方針及び研究開発構想に
基づき公募の対象や要件、提案
方法、契約・交付に係る留意事
項等を記載したもの

経済安全保障重要技術育成プログラムの
運用に係る基本的考え方について

事業における支援対象、成果を
最大化するための仕組み及び実
施体制等に係る方針を定めたも
の

特定重要技術の研究開発の促進及びその
成果の適切な活用に関する基本方針

経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針

研究開発構想（プロジェクト型/個別研究型）

各プロジェクトの 目標・研究開発
項目・予算規模・スケジュール等
を記載した構想書

研究開発ビジョン（第一次）

１．(1)経済安全保障重要技術育成プログラムにおける公募要
領の位置付け
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１．(2)研究開発ビジョン（第一次）（概要）

研究開発ビジョン（第一次）支援対象とする技術

宇宙利用の優位を確保する自立した宇宙利用大国の
実現、安全で利便性の高い航空輸送・航空機利用の
発展

宇宙・航空領域海洋領域

資源利用等の海洋権益の確保、海洋国家日本の
平和と安定の維持、国民の生命・身体・財産の安全
の確保に向けた総合的な海洋の安全保障の確保

領域をまたがるサイバー空間と現実空間の融合
システムによる安全・安心を確保する基盤、感染症
やテロ等、有事の際の危機管理基盤の構築

■海洋観測・調査・モニタリング能力の拡大（常時
継続的）
• 先進センシング技術を用いた海面から海底に至る空間

の観測技術
• 観測データから有用な情報を抽出・解析し統合処理

する技術
• 量子技術等の最先端技術を用いた海中における革新

的センシング技術

領域横断※ ・サイバー空間、バイオ領域

（支援対象とする技術）

■海洋観測・調査・モニタリング能力の拡大（より広
範囲・機動的）
• 自律型無人探査機（AUV）の無人・省人による運搬・

投入・回収技術
• AUV機体性能向上技術（小型化・軽量化）

• 量子技術等の最先端技術を用いた海中（非GPS環境）

における高精度航法技術

■一般船舶の未活用情報の活用
• 現行の自動船舶識別システム（AIS）を高度化した

次世代データ共有システム技術

■衛星通信・センシング能力の抜本強化

• 低軌道衛星間光通信技術
• 自動・自律運用可能な衛星コンステレーション・ネットワーク

システム技術
• 高性能小型衛星技術
• 小型かつ高感度の多波⾧赤外線センサー技術

■民生・公的利用における無人航空機の利活用拡大

• ⾧距離等の飛行を可能とする小型無人機技術
• 小型無人機を含む運航安全管理技術
• 小型無人機との信頼性の高い情報通信技術

■優位性につながり得る無人航空機技術の開拓

• 小型無人機の自律制御・分散制御技術
• 空域の安全性を高める小型無人機等の検知技術
• 小型無人機の飛行経路の風況観測技術

■航空分野での先端的な優位技術の維持・確保

• デジタル技術を用いた航空機開発製造プロ
セス高度化技術

• 航空機エンジン向け先進材料技術（複合材製造技術)

• 超音速要素技術（低騒音機体設計技術）

• 極超音速要素技術（幅広い作動域を有するエンジン設計技術）

• AIセキュリティに係る知識・技術体系
• 不正機能検証技術（ファームウェア・ソフトウェア／ハードウェア）

• ハイブリッドクラウド利用基盤技術

• ハイパワーを要するモビリティ等に搭載可能な
次世代蓄電池技術

• 宇宙線ミュオンを用いた革新的測位・構造物
イメージング等応用技術

（支援対象とする技術） （支援対象とする技術）

（目まぐるしく変化・発展し続けている技術群も数多く
含まれていること、国としてのニーズが網羅的に整理されて
いるとは必ずしも言えない状況であること等から、ニーズや
課題を同定しつつ、今後引き続き検討を進める）

• 生体分子シークエンサー等の先端研究分析機器・
技術

経済安全保障推進会・統合イノベーション戦略推進会議合同会議（9月16日）資料より抜粋
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研究開発構想

２．(1)「航空機の設計・製造・認証等のデジタル技術を用いた開発製造プロセス
高度化技術の開発・実証」に関する研究開発構想（個別研究型）概要

事業の目的・概要

次期民間航空機の開発の前提となる MBSE※等のデジタル技術を活用した革新的な開発プロセスを構
築し、日本の航空機産業の優位性を確保するとともに、脱炭素化を実現する次世代航空機等の開発に
加え、空飛ぶクルマ、自動車、船舶、宇宙機といった他分野の開発のプロセス構築にも波及させることがで
きる知見の獲得を目指す。

本事業は全て委託で実施するものとする。
本事業の総予算は150億円を超えない範囲とする。

想定される利用ニーズ

スケジュール

2023～2027年度までの5年間
2025年頃までに、設計・生産・認証それぞれのMBSE等デジタル技術およびプラットフォームの構築
2027年頃までに、開発したデジタル技術の統合・実証

※MBSE（Model Based System Engineering）
（製品をデジタルモデル化して）実機を用いずに設計・開発・製造を行うエンジニアリング手法

次期民間航空機開発
脱炭素化を実現する革新的な航空機や空飛ぶクルマなど新たな移動体の開発製造
国内航空安全認証実務
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具体的研究内容

研究開発項目①

最終目標

アウトプット
目標

アウトカム
目標

研究開発構想

 研究開発構想で指示されている各研究開発項目の具体的研究内容における中間目標、
最終目標、アウトプット目標、更にはアウトカム目標達成に至るまで、各目標をどのように
達成していくのか提案書に詳細に記載して下さい。

２．(2)研究開発項目の具体的研究内容における中間目標、最終目標、
アウトプット目標、アウトカム目標達成に向けての考え方

中間目標

具体的研究内容

研究開発項目②

最終目標中間目標

具体的研究内容

研究開発項目③

最終目標中間目標

具体的研究内容

研究開発項目④

最終目標中間目標
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 研究開発項目① 「設計DX※に関する研究開発」

研究開発構想P.8-11、公募要領P.4

 各研究開発項目の具体的研究内容について、例えば、いつまでにどのような手段・方法
で研究開発を実施するのか、その結果、中間目標、最終目標実現に向けていつまでに何
をどのように実施・達成していくのかといった、一連のストーリーラインを組み立てて提案書
に詳細に記載して下さい。

２．(3)研究開発項目①具体的研究内容と中間目標・最終目標

概要 ・航空機ライフサイクルにおける設計フェーズのDXに取り組む。
・具体的には、最初にシステムに対する要求を明確にして機能に落とし込んだ
上、それと製品構造を対応関係づけたシステムモデルを構築し、実現象・実設
計をシミュレーションすることができるモデル（シミュレーションモデル）との高度な
連携（MBSE-MBD連携）により、開発の大幅な効率化を目指す。

具体的研究内容 （イ-１）航空機システムを対象としたMBSE-MBD連携技術の開発
（イ-２）エンジンを対象としたMBSE-MBD連携技術の開発
（イ-３）次世代航空機のリファレンスモデル構築

※項目名のみ記載

中間目標
最終目標

研究開発構想参照。

※DX:デジタルトランスフォーメーション
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 研究開発項目② 「認証DXに関する研究開発」

２．(3)研究開発項目②具体的研究内容と達成目標

研究開発構想P.11-15
公募要領P.4

概要 ・航空機ライフサイクルにおける認証フェーズのDXに取り組む。
・具体的には、各国の機体OEM（Original Equipment 
Manufacturer）と認証当局及び研究機関で構成された国際ワーキンググ
ループで議論されたCbA※の信頼性保証フレームワークおよび解析ツールの成
熟度を向上させ、それらを用いて社会実装された際のCbAプロセスを模擬するこ
とで詳細な手順を示した実用性の高いガイドラインを、国際的なフレームワークと
の連携を図りながら作成する。

※CbA:Certification by Analysis

具体的研究内容 （イ-１）構造CbAガイドライン構築
（イ-２）飛行性CbAガイドライン構築
（イ-３）耐雷CbAガイドライン構築
（イ-４）CbAの模擬審査の実施
（イ-５）CP（Certification Plan）に係るMBSE適用

※項目名のみ記載

中間目標
最終目標

研究開発構想参照。
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 研究開発項目③ 「生産DXに関する研究開発」

２．(3)研究開発項目③具体的研究内容と達成目標

研究開発構想P.15-17
公募要領P.4-5

概要 ・航空機ライフサイクルにおける生産フェーズのDXに取り組む。
・具体的には、航空機の設計と並行して生産システムを検討/検証して生産シ
ステムの安定性を確保するとともに品質、コスト、リードタイムを改善し、合わせて
リスク低減の仕組みを構築する。

具体的研究内容 （イ-１）航空機の開発/生産全体を対象としたデジタル先行製品品質計画
（APQP: Advanced Product Quality Planning）

（イ-２） EC（エンジニアリングチェーン）を対象としたMBD/MBI（Model-
Based Definition/Model-Based Instructions）連携

（イ-３） SC（サプライチェーン）を対象としたスマートサプライチェーン
※項目名のみ記載

中間目標
最終目標

研究開発構想参照。
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 研究開発項目④ 「高度化された開発製造プロセスの統合及び共同開発実証」

２．(3)研究開発項目④具体的研究内容と達成目標

研究開発構想P.18-19
公募要領P.5

概要 研究開発項目①～③で開発したプロセスを複数組織での共同開発を念頭に
おいた実証を行うための仕組みを構築するとともに、設計、製造、認証の各プロ
セスを統合した一気通貫のプロセスを構築する。
・具体的には、協調領域を担う共通プラットフォームを構築し、情報システムを
共有化することで複数企業による共同開発時にも導入コストを削減するととも
に、プラットフォーム上でのデータ連携が容易になることによって複数組織の共同
開発を効率化する。
・さらに、国際共同開発の場合は、海外組織とも接続し、プラットフォーム上で
データ共有することで、国際共同開発を効率化するとともに、これまで以上に緊
密に連携した共同開発を可能にする。

具体的研究内容 （イ-１）デジタルスレッド・データ共有技術
（イ-２）ネットワーク技術

※項目名のみ記載

中間目標
最終目標

研究開発構想参照。
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 各研究開発項目の中間目標・最終目標同様に、以下のアウトプット目標実現に向けて
いつまでに何をどのように実施・達成していくのかといった、一連のストーリーラインを組み
立てて提案書に詳細に記載して下さい。

研究開発構想P.6-7

２．(4)アウトプット目標

航空機開発を以下のフェーズに分類し、各フェーズにおいて複数の関係者が参照しながら開発・製造を効率的にマネジメントす
る手法を開発する。

・設計
効率的な摺り合わせ設計及び開発の
大幅な効率化（従来の開発比で設計
変更等を想定した場合の開発作業に
要する期間３割短縮）を実現するため、
機体システムからコンポーネントまでをシ
ステムモデリング言語で記述したシステム
モデルを構築する。さらに、システムモデ
ルの構築方法、及びシステムモデルをモ
デルベース開発（MBD: Model-
Based Development）と連携させ
るための方法をまとめたガイドラインを作
成する。

・認証
安全性を担保しつつ、認証プロセスの効
率化（従来の開発比で開発側での認
証試験ボリュームを3割削減）を実現
するため、CbAの実機開発への適用を
可能とする解析の信頼性保証の手順
（ガイドライン）を、実機データを活用し
た模擬的なプロセスの試行を通して構
築する。ガイドライン構築の対象は以下
の通り。
・静強度
・縦及び横・方向のトリム・静安定
・失速
・耐雷

・生産
生産プロセスにおいて、品質、コスト、
リードタイムの改善（国際共同開発を
念頭に設定したユースケースにおいて従
来手法を適用した場合と比較し、図面
改訂および工程変更等やり直し作業の
3割削減、出図後に製造着手準備に
かかるリードタイムまたは工数の3割削減、
生産停止期間/生産の滞留期間の3
割削減）を実現するため、エンジニアリ
ングチェーン（EC）、サプライチェーン
（SC）を合理化する生産システムを構
築する。

その上で、各フェーズ間でデータを相互に接続しプロセスを統合する手法を開発する。
最終的には、開発した手法をリファレンスモデルあるいはガイドラインの形に抽象化し、将来機、他分野への波及を可能とする。
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研究開発構想P.7-8

 研究開発構想では、本事業の終了時から数年以内（※）に以下のアウトカムが得られて
いることを目標としており、必ずアウトカム目標を設定した上で提案書に記載して下さい。

ア．新たな航空機開発プログラムにおいて、本事業で開発したプロセスが基盤となる手法が適用されていること。

イ．認証基準が議論される国際的な枠組みにおいて、本事業の成果をもとに事業実施者が主体的に関与し
ていること。

ウ．複数組織間で共同開発を行うプロジェクトにおいて、本事業で提案するセキュリティ、アクセス制限のあり方
が参照されていること。

エ．本事業の成果が基盤となり、航空機ライフサイクル全体及びサプライヤーを含むサプライチェーン全体、人
材育成を担う学術機関において、DX（デジタルトランスフォーメーション）の実現に向けた取組が開始されてい
ること。

２．(5)アウトカム目標

（※）国際的な航空機開発の開始のタイミングによって前後する。
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 研究開発項目① 「設計DXに関する研究開発」の具体的研究内容からアウトカム目標達成に至る
までのストーリーラインは、以下のとおりとなります。

研究開発構想

２．(6)研究開発項目①におけるアウトカム目標達成に向けた
ストーリーラインの例

具体的内容 中間目標 最終目標 アウトカム目標

新たな航空機開発プロ
グラムにおいて、本事業
で開発したプロセスが基
盤となる手法が適用さ
れていること。

効率的な摺り合わせ設
計及び開発の大幅な
効率化（従来の開発
比で設計変更等を想
定した場合の開発作業
に要する期間３割短縮
）を実現するため、機
体システムからコンポー
ネントまでをシステムモデ
リング言語で記述したシ
ステムモデルを構築する
。さらに、システムモデル
の構築方法、及びシス
テムモデルをモデルベー
ス開発（MBD: 
Model-Based 
Development）と連
携させるための方法をま
とめたガイドラインを作成
する。

（イ-１）航空機シス
テムを対象とした
MBSE-MBD連携技
術の開発
（イ-２）エンジンを対
象としたMBSE-MBD 
連携技術の開発
（イ-３）次世代航空
機のリファレンスモデル構
築

機体、エンジン、コンポ
ーネントのシステムモデ
ルに、数値シミュレーショ
ン等のMBD技術を組
み合わせた高度な
MBSE 及びそれを用い
た設計技術を開発し、
その妥当性を既存のデ
ータまたは要素試作を
活用して確認する。その
上で、初期設計が完了
した後に要求逸脱が生
じたケース等を想定し、
MBSEの活用による瞬
時の影響範囲把握や、
MBSE-MBD連携技
術による性能評価能力
の向上により、設計変
更等を想定した場合の
開発作業に要する期間
をMBSE-MBD連携技
術を用いない場合に比
べ３割短縮させる。

機体、エンジン、及びコ
ンポーネントの既存デー
タまたは要素試作で検
証されMBSE-MBD 連
携技術を基に、次世代
航空機に対するリファレ
ンスモデルを構築し、国
内の航空機産業界全
体で共有する

アウトプット目標
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 本プロジェクトは 2023 年度から 2027 年度までの５年間とします。また研究開発はステージゲート方式を採用
し、 下図に示す２つのフェーズで実施するものとします。

 プロジェクト全体の研究開発期間（2023年度～2027 年度以内）にてご提案ください。当初の委託契約期間
は 2025年度以内の最⾧3年間とします。2026 年度以降の委託契約に関しては、ステージゲート審査の結果を
踏まえて判断します。

２．(7)実施期間
研究開発構想P.20、公募要領P.5



17

別添1:提案書作成上の注意、表紙、本文

１．全体
 本事業は事業全体に対する提案を想定しており、研究開発項目単位での部分提案は受

け付けておりません。ご注意下さい。
 各研究開発項目の具体的研究内容の目標達成の記載については、本資料９～１６ペー

ジに従って下さい。目標（性能、定量的な特性等）については、その設定理由も記載してく
ださい。

２．研究開発の目標
 ○○年度の中間目標・最終目標（性能、定量的な検討件数等）を具体的に記入してく

ださい。研究開発項目が設定されているプロジェクトの場合は、項目ごとに記載してください。
 「～を確認する」「～を検討する」等の抽象的な表現での記載は避け、確認または検討した

結果、その成果をどのように目標達成に繋げていくのかという形式で記載して下さい。
 研究開発成果が産業へ及ぼす波及効果、研究開発成果を実用化・事業化する計画、実

用化・事業化時期、提案者の実用化・事業化能力及び戦略等につき、概要を記載してくだ
さい。なお、詳細は提出書類の「研究開発成果の事業化計画書」（別添3）に記載してく
ださい。（研究開発終了後には、ＮＥＤＯが実施する追跡調査・評価に御協力いただきま
す。）

２．(8)①提案書作成上の注意
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２．(8)②提案書作成上の注意

２．研究開発の目標（続き）
 「我が国の経済再生への貢献」は、本事業の実施により、国内生産・雇用、輸出、

内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等、様々な
形態を通じ、我が国の経済再生にいかに貢献するかについて、バックデータも含め、
具体的に説明してください。

 データ等の引用は出典を記載してください。

３. 実施体制
 本研究開発を受託した時の実施体制について、別添１で指定された図にまとめてく

ださい。
 再委託先又は共同実施先の実施内容があれば、それぞれの役割分担を明確に説

明してください。
 なお、国立研究開発法人から民間企業への再委託又は共同実施（再委託先又

は共同実施先へ資金の流れがないものを除く。）は、原則認めておりません。

別添1:提案書作成上の注意、表紙、本文
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ＮＥＤＯは、内閣府及び経済産業省が策定する研究開発構想（個別研究型）を
踏まえ、プログラム・オフィサー（以下「ＰＯ」という）として、

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻
教授 李家 賢一 氏

を任命しています。

ＰＯは、個別研究型の研究開発課題の選考を推進し、その進捗管理・評価等を指
揮・監督します。制度の詳細やＰＯ等の役割、研究開発の実施方法等については、
運用・評価指針をご参照ください。

公募要領P.5

２．(9)制度の推進体制

【内閣府】経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針
 https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/unyo-hyouka.pdf
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目次

1. 「経済安全保障重要技術育成プログラム」概要

2. 「航空機の設計・製造・認証等のデジタル技術を用いた開
発製造プロセス高度化技術の開発・実証」に関する研究開
発構想（個別研究型）概要及び提案書の作成について

3. 公募の流れ

4. その他
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 応募資格のある法人は、次の(1)～(7)までの条件、運用・評価指針、研究開発構想に示された条件
を満たす、単独又は複数で受託を希望する企業等とします。

(1) 当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研究計画遂行に
必要となる組織、人員等を有していること。

(2) 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金及び設備等の十分な管理能力を有し、か
つ、安全管理措置が十分とられていること。

(3) ＮＥＤＯがプロジェクトを推進する上で必要とする措置を、委託契約に基づき適切に遂行できる体制
を有していること。

(4) 企業等がプロジェクトに応募する場合は、当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・事業化計画の
立案とその実現について十分な能力を有していること。

(5) 研究組合、公益法人等が応募する場合は、参画する各企業等が当該プロジェクトの研究開発成果の
実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有するとともに、応募する研究組合等と
そこに参画する企業等の責任と役割が明確化されていること。

(6) 複数の企業等が共同してプロジェクトに応募する場合は、実用化・事業化に向けた各企業等間の責
任と役割が明確化されていること。

(7) 国内に研究開発拠点を有し、日本の法律に基づく法人格が付された企業等であること。また、研究開
発責任者は日本の居住者であること。（ここで言う居住者とは、外国為替及び外国貿易法（昭和24
年法律第228号）（以下「外為法」という。）の居住者（特定類型該当者を除く）であること。）

３．(1)応募要件
公募要領P.5
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前ページ(7)の補足:

※ここでいう居住者は外為法の居住者であり、特定類型該当者を除きます。特定類型①～③
（下記）のいずれかに該当する場合はご応募いただけません。

３．(1)応募要件 （つづき）

特定類型①
外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（以下「外国法人等」という。）又は外国の政
府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団
体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し
ており、当該契約に基づき当該外国法人及び外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人
及び外国政府等に対して善管注意義務を負う者
（※除外例等の詳細については経済産業省「安全保障管理貿易について」参照ください）

特定類型②
外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち
２５％以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者

特定類型③
本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者

※詳細は経済産業省「みなし輸出管理」を参照ください。

公募要領P.5

(7) 国内に研究開発拠点を有し、日本の法律に基づく法人格が付された企業等であること。また、研究開発責任者は日
本の居住者であること。（ここで言う居住者とは、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）（以下
「外為法」という。）の居住者（特定類型該当者を除く）であること。）
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 外部有識者による採択審査委員会とＮＥＤＯ内の契約・助成審査委員会の二
段階で審査します。

 契約・助成審査委員会では、採択審査委員会の結果を踏まえ、ＮＥＤＯが定め
る基準等に基づき、最終的に実施者を決定します。

 必要に応じてヒアリング審査や資料の追加等をお願いする場合があります。
 なお、委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わ

せには応じられませんのであらかじめ御了承ください。

 採択審査委員会は、書面審査、面接審査により実施します。
 書面審査:応募書類による審査
 面接審査:応募者からのプレゼンテーションによる審査

公募要領P.8-9

３．(2)審査の流れ
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i. 提案内容が研究開発ビジョンの達成及び研究開発構想の実現に向けた達成目
標に合致しているか

ii. 提案された方法に新規性があり、技術的に優れているか
iii. 提案内容・研究計画は実現可能かつ妥当性があるか、共同提案の場合、各者

の提案が相互補完的であるか
iv. 応募者は本研究開発を遂行するための高い能力を有するか
v. 応募者が当該研究開発を行うことにより、多様な分野における研究成果活用の

実現可能性及び国民生活や経済社会への波及効果は期待できるか
vi. ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況
vii. 安全管理措置に関する取組について対応済み、もしくは今後において対応を予

定しているか
viii. 総合評価

３．(3)審査基準

公募要領P.9-10
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 提案書の実施体制に記載する全ての提案者（再委託等は除く。）において、プロ
ジェクトを遂行する上で取得又は知り得た保護すべき一切の情報（機微情報）に
関して、機微情報の保持に留意して漏えい等防止する責任を負うことから、提案時
又は契約締結時に予定する関係規程の整備や機微情報を取扱う者の体制の構
築、本事業で求められる安全管理措置等についての確認表を提出していただきま
す。

 なお、安全管理措置が十分とられていることを提案者の応募要件としているため、
全ての確認項目に対して確認する必要があります。（特に関係規程の整備や機微
情報を取扱う者の体制の構築については、契約締結時までに未対応の場合には
応募要件を満たさなかったものとして不採択扱いとなります。）

公募要領P.13、別添6

３．(4)①ＮＥＤＯ事業遂行上に係る安全管理措置の確認票



26

「輸出管理内部規程
（CP:Compliance 
Program）」も作成
している場合、回答欄
にその旨記載下さい。

３．(4)②ＮＥＤＯ事業遂行上に係る安全管理措置の確認票

【経済産業省】安全保障貿易管理・企業等の自主管理の促進
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/compliance_programs.html

公募要領P.13、別添6
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本事業にて追加で確認する安全管理措置

３．(4)②ＮＥＤＯ事業遂行上に係る安全管理措置の確認票

 安全管理措置 項目IIIに関して、「措置済
み」「今後において対応」いずれの場合におい
ても、すべての確認事項を記述してください。
確認事項の内容をどのように対応するか、予
定又は実態を踏まえた内容を具体的に記述
してください。

 既に整備されている規程やマニュアル等に従っ
て対応いただく場合でも、具体的にどのような
記述がなされているか記載・提示してください
。 IIIについては、エビデンスとなる資料を提出
いただくか、該当箇所を抜粋して転記いただく
等の対応をお願いいたします。

※審査に必要な場合、追加確認させていた
だきたくことがあります。
※確認票の記入欄はスペースが限られるた
め、別紙の様式もご活用ください。

公募要領P.13、別添6



28

 本プロジェクトは、「「航空機の設計・製造・認証等のデジタル技術を用いた開発製
造プロセス高度化技術の開発・実証」に関する研究開発構想」における知的財産
権の帰属、管理等の取扱いに定めるものに従うほか、「ＮＥＤＯ経済安全保障重
要技術育成プログラムにおける知財マネジメント基本方針」を適用し、産業技術力
強化法第 17 条（日本版バイ・ドール規定）が適用されます。
本プロジェクトの成果である特許等について、「特許等の利用状況調査」（バイ・
ドール調査）に御協力をいただく場合があります。

 本事業の知的財産マネジメントの実施においては、「経済安全保障重要技術育成
プログラムの運用・評価指針」及び「特定重要技術の研究開発の促進及びその成
果の適切な活用に関する基本指針」により設置される指定基金協議会の決定に
従うものとします。

 研究実施により得られる知的財産権の移転、専用実施権の設定・移転には、全て
NEDOの事前承認を必要とします。

３．(5)知財マネジメント

公募要領P.13-14、別添1
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 新規に業務委託契約を締結するときは、最新の業務委託契約約款に「経済安
全保障重要技術育成プログラムに関する特別約款」を付帯して適用します。

 また、委託業務の事務処理は、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づき
実施していただきます。

 委託業務事務処理やプロジェクトマネジメントに関する一連の手続きについては、Ｎ
ＥＤＯが運用する「ＮＥＤＯプロジェクトマネジメントシステム」を利用していただくこ
とが必須になります。

 なお、利用に際しては利用規約（https://www.nedo.go.jp/content/1009
06708.pdf）に同意の上、利用申請書を提出していただきます。

３．(6)契約及び委託業務の事務処理等について

公募要領P.12
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３．(7)公募スケジュール

２０２３年２月１０日: 公募開始

２月１６日: 公募説明会（オンライン）

３月１３日正午: 公募締切

４月下旬（予定）: 採択審査委員会（外部有識者による審査）

５月中旬（予定）: 契約・助成審査委員会

５月下旬（予定）: 委託先決定

公募要領P.11
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 提出期限:２０２３年３月１３日（月）正午アップロード完了

 提出先:以下リンクから必要事項を入力し、提出書類をアップロードしてください。
＜Web 入力フォーム＞
https://app23.infoc.nedo.go.jp/koubo/qa/enquetes/fawxdib4mfsf

 提出書類
・提案書（別添１、別添２、別添３）
・研究開発責任者の研究経歴書（別添４）
・ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況（別添５）
・事業遂行上に係る安全管理措置の確認票（別添６）
・その他の研究費の応募・受入状況（別添７）
・提案書要約版（別添８）
・e-Rad応募内容提案書（本資料 4（2） 参照）
・会社案内（会社経歴、事業部、研究所等の組織等に関する説明書）
・直近の事業報告書
・財務諸表（原則、円単位:貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）（３年分）
・ＮＥＤＯが提示した契約書（案）（本公募用に特別に掲載しない場合は、標準契約書を指します）に合意すること
が提案の要件となりますが、契約書（案）について疑義がある場合は、その内容を示す文書
・当該提案内容に関して、国外企業等と連携している、又はその予定がある場合は当該国外企業等が連携している、若しく
は関心を示していることを表す資料

３．(8)提案方法

公募要領P.6-8

1つのPDFファイル
にして提出

※それぞれアップロードするファイル
（PDF、zip）にはパスワードは
付与しないで下さい。

提出書類毎にPDFファイルにして、
1つのzipファイルにまとめて提出して下さい
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本プロジェクトの内容及び契約に関する質問等は本説明会の最後に受け付
けます。それ以降のお問い合わせは、2023年2月16日（木）から3月10日
（金）の間に限り以下の問い合わせ先E-mailで受け付けます。ただし審査の
経過等に関するお問い合わせには応じられません。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

ロボット・AI部 関澤、小林、原、山名、吉田

E-mail:kprj_dx@nedo.go.jp

３．(9)問い合わせ先

公募要領P.20
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1. 「経済安全保障重要技術育成プログラム」概要

2. 「航空機の設計・製造・認証等のデジタル技術を用いた開
発製造プロセス高度化技術の開発・実証」に関する研究開
発構想（個別研究型）概要及び提案書の作成について

3. 公募の流れ

4. その他
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 本事業においては、経済安保推進法第63条第4項に基づく指定基金協議会
（以下「指定基金協議会」という。）が必置です。指定基金協議会では、潜在
的な社会実装の担い手として想定される関係府省・機関や民間部門の潜在的
あるいは顕在的なニーズを踏まえ、科学的・技術的な妥当性を確保しつつ、研究
開発プロジェクトが推進されるよう意見交換が行われます。

 提案者の研究開発責任者は、本公募に応募することをもって、指定基金協議
会の設置に同意したものとみなします。提案者の研究開発責任者は経済安保
推進法における研究開発代表者となり得る可能性があります。

 規約等は指定基金協議会の設置後に作成することになりますが、具体的な規約
等のイメージについては、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確
保の推進に関する法律第６２条第１項に規定する協議会に関する協議会モデ
ル規約（内閣府ウェブサイト）」を参照してください。

 協議会における意見交換で知り得た情報については、適切に安全管理措置を
講ずるとともに、意見交換会において合意された内容が推進されるように務めるも
のとします。

４．(1)指定基金協議会の設置について

参考 公募要領P.11-12



35

４．(2)①e-Rad

研究開発経費の適切な配分のためのオンライン研究開発管理システム
https://www.e-rad.go.jp/

府省共通研究開発システム（e-Rad）は、各府省等が所管する競争的研究費制度を中心と

した公募型の研究資金制度について、研究開発管理に係る手続きをオンライン化し、応募受付

から実績報告等の一連の業務を支援するとともに、研究者への研究開発経費の

不合理な重複や過度の集中を回避することを目的とした、府省横断

的なシステムです。

e-Radは、公募型の研究資金制度を所管する関係9府省により

運営しており、各府省の協力の下、内閣府がシステムの開発及び

運用を行っています。

NEDOでは、e-Rad上での研究開発課題の登録と、

NEDOシステムによる提案書等の提出をお願いしております。

e-Rad（府省共通研究開発管理システム）とは
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注意点①:e-Rad上での研究者アカウントの新規登録

e-Rad上で公募へ応募

提案者の
e-Radアカウントの取得

e-Radで登録した応募内容提
案書を添付し、NEDOに提出

公募への応募におけるe-Rad手続きの流れ

注意点②:提案額（委託）、又は交付申請額（助成）の入力
注意点③:研究代表者、研究分担者の登録

公募要領を確認
★基本的な操作方法はe-Radホームページの操作マニュアル・応募編をご参照ください。

https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html

※ e-Rad 応募情報入力時の画面下部
「応募内容提案書のプレビュー」からPDFファイルをダウンロードしてください。

※ 公募締切後の課題の変更・修正ついては、担当者にご相談ください。
内容を確認後、e-Rad配分機関（NEDO）より、修正依頼を送信いたします。

４．(2)②e-Rad
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注意点① e-Rad上での研究者アカウントの新規登録について

登録済の研究機関に所属している場合
所属研究機関において研究者登録が可能ですので、所属機関のe-Rad事務担当に
アカウント発行を依頼してください。

研究機関が未登録の場合
研究機関の登録から始める必要があります。
研究機関の新規登録申請を行うよう、所属機関の事務担当に依頼してください。

研究機関に所属していない場合
e-Radに用意してある様式から、ご自身で研究者の登録申請を行ってください。

■参照箇所
e-Rad ホームページ:https://www.e-rad.go.jp/index.html
ホームの上方メニューから
「登録・手続き」 ＞ 「研究機関向け」、もしくは「研究者向け」 ＞ 「新規登録の方法」
※なお、本登録に係るお問い合わせはヘルプデスク（内閣府が設置）までお願いいたします。

※最大で2週間程度かかる場合があります。余裕をもって申請してください。

４．(2)③e-Rad
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・「研究経費」には応募時点で
の提案額を入力してください。

・提案書を基に直接経費・間
接経費の項目に入力してくださ
い。
もし配分が困難な場合には、

全額を直接経費の欄に入力く
ださい。
（※）直接経費の細分項目が設定され
ている場合には一番の上の項目に入力し
てください。

注意点② 提案額（委託）の入力について

４．(2)④e-Rad
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研究者の追加・削除

直接経費

直接経費

間接経費
再委託費・
共同実施費

間接経費
再委託費・
共同実施費

注意点③ 研究代表者、研究分担者の登録について
・NEDOでは、研究代表者の欄に提案代表機関の研究開発責任者または主任研究者、研究分担者の欄にその他の提案者や、
再委託、共同実施先となる研究先の研究開発責任者の登録をお願いしています（他機関では異なることがあります）。
（※）再委託先・共同実施先がある場合、再委託費・共同実施費は当該研究者の欄に入力をし、その他の研究者（研究代表者・研究分担者）の欄における

再委託費・共同実施費の項目は０円でご登録ください。

・原則、１つの研究機関に対して研究者１名登録してください（なお2名以上登録する必要がある場合、この限りではありません）
（※）基本的な方針として研究者の登録を推奨しておりますが、状況に応じて事務担当者のアカウントでの登録も可能ですので、ご相談ください。
（※）「技術研究組合」は、技術研究組合名義の代表者1名を登録してください。

経費の入力
「研究経費」の欄で入力した金額と、各研究者の研究経
費欄の合計金額が一致する必要があるため、前項の金
額を参照の上、入力してください。

エフォートの入力
e-Radにおける他の応募・もしくは既に実施している課題
との兼ね合いで、ご自身で管理されているエフォート合計
値が100を超えない値を入力してください。
（※）100を超えた場合、他の応募登録の際にエラーメッセージが表示され
る可能性があります。 研究代表者の欄

研究分担者の欄
金額を配分して記載することが困難な場合には、
代表者に全額入力も可
（※）なお、採択後にNEDO側で確定金額を入力します。

４．(2)⑤e-Rad
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【参考】問い合わせ先
１．e-Radの操作に関する質問は下記を参照のこと
・ 研究者用操作マニュアル:https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html
・ 所属研究機関のe-Rad担当窓口
・ e-Radヘルプデスク

ヘルプデスクへの連絡に際し、
・e-Radにログインし、操作マニュアルを開
いた状態での連絡だと対応がスムーズとな
ります。
・公募の締切日直前等は電話回線が混
雑する場合があります。
詳しくはコチラ https://www.e-
rad.go.jp/contact.html

２．上記で解決しない場合にはNEDO公募担当者へ
連絡の際には、公募名、研究者氏名、研究者番号、エラーメッセージのスクリーンショット等をご
準備の上ご連絡ください。

TEL:0570-057-060 (受付時間 平日:9:00-18:00）

４．(2)⑥e-Rad
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４．(3)各種リンク
 【NEDO】本事業の公募
https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100322.html

 【NEDO】経済安全保障重要技術育成プログラム
https://www.nedo.go.jp/activities/k-program.html

 【NEDO】経済安全保障重要技術育成プログラムの公募に関するQ&A
https://www.nedo.go.jp/content/100955227.pdf

 【内閣府】経済安全保障重要技術育成プログラム
https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html

 【内閣府】経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針
 https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/unyo-hyouka.pdf

 【経済産業省】安全保障貿易管理・企業等の自主管理の促進
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/compliance_programs.html
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【参考】公募説明会でのQ&A

公募に関するQ&A
「経済安全保障重要技術育成プログラム／航空機の設計・製造・認証等のデジタル技術を用いた開発製造プロセス高度
化技術の開発・実証」

資料名 該当項目・内容 問 答

公募説明会
資料p31
（公募要領
P.6-8）

提案方法について 提案書のアップロードは複数回可
能か。

公募要領4.(5)項の2点目にあるとおり、再
提出は受付期間内であれば何度でも可能
です。
同一の提案者から複数の提出書類が提出
された場合は、最後の提出のみを有効とし
ます。
また、同 4.(3)項にあるとおり、再提出の場
合は再度、全資料を再提出してください。

公募説明会
資料p34
（公募要領
P.11-12）

指定基金協議会の設
置及び運営について

協議会は誰が設置・運営するの
か。

本事業における協議会は、経済産業大臣
及び内閣総理大臣が設置し、経済産業省
及び内閣府が事務局を担当する予定です。

協議会における研究開発代表
者の役割はどのようなものか。

経済安保推進法における「研究開発代表
者」は、本事業における研究開発等を代表
する者として、協議会の設置に同意いただき、
協議会運営にかかる相談等に対応いただく
とともに、構成員の一人として協議会に参画
いただくことになります。


